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株式の分割（無償交付）及び配当予想（平成１８年２月期）の修正 

並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１８年１月１３日開催の当社取締役会において、株式の分割（無償交付）及び配当予想

の修正（平成１８年２月期）並びに株主優待制度の変更について、下記の通り決議いたしましたのでお

知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．株式の分割（無償交付）について 

 

１．株式分割の目的 

株主の皆様へのさらなる利益還元及び投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整え、投

資家層の拡大や株式流動性の向上を図ることを目的として実施するものであります。 

 

２．株式分割（無償交付）の概要 

（１）分割の方法 

平成１８年２月２８日（火曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式数を、平成１８年３月１日（水曜日）をもって、１株につき２株の割合をもっ

て分割いたします。 

 

（２）分割により増加する株式数 

平成１８年１月１３日現在の当社発行済株式総数   30,135,222 株 

今回の分割により増加する株式数          30,135,222 株 

株式分割後の当社発行済株式総数          60,270,444 株 

 

３．日程 

   分割基準日 平成１８年２月２８日（火曜日） 

     効力発生日 平成１８年３月 １日（水曜日） 

配当起算日  平成１８年３月  １日（水曜日） 

   

＜ご参考＞ 

１．今回の株式の分割に際して、資本金の増加はありません。 

  平成１８年１月１３日現在の資本金  11,268,440,000 円 

 

http://www.pocketcard.co.jp/


２． 同日の取締役会において、上記の株式分割に伴い、商法第２１８条第２項の規定に基づき、平成

１８年３月１日（水曜日）付をもって当社定款第５条を変更し、発行する株式の総数を79,075,000

株増加して158,150,000株とすることを決議しております。 
３． 株式分割により発行する株券およびご所有株式に関するご案内は、平成 18 年４月 20 日にお届出

ご住所にお送りする予定にしております。ただし、１単元（１００株）未満の株式数は株主名簿

に登録し、株券は発行いたしません。 

４． 株券保管振替制度ご利用の場合は、平成１８年３月１日付にて、株式の分割により増加した株式

数が、実質株主名簿およびご預託の証券会社等の顧客口座簿に記載または記録されることになり

ます。 

５． 平成１８年３月１日以後になされた単元未満株式の買取請求については、その買取代金のお支払

いが平成１８年４月５日以後となります。 

６． 単元未満株式の買増請求は、平成１８年２月１３日から平成１８年４月２０日までお取扱いを停

止いたします。 

７． 名義書換未済の株券をお持ちの方は、すみやかに名義書換または証券会社等で株券保管振替制度

ご利用の手続きをお済ませください。なお、住所変更、改印等の届出未済の方は、至急手続きを

お済ませください。 

 

 

 

Ⅱ．配当予想の修正について 

 

１．配当予想の修正（増配）の理由 

株主の皆様に対する利益還元の拡大及び当社株式価値の向上を目的として、このたび平成１８

年２月期の期末配当金を２円増配し１７円とすることといたしました。これにより、年間配当

金は中間配当金１５円と合わせて年３２円となります。なお、本件は平成１８年５月末開催予

定の当社第２４回定時株主総会に付議する予定にしております。 

 

２．修正の内容 

平成１８年２月期（平成１７年３月１日～平成１８年２月２８日）１株当たり配当金 

 
中  間  期 期   末 年   間 

前回予想 

（平成１７年１０月１４日） 15円 00銭 15円 00銭 30円 00銭

今回修正予想 15円 00銭 17円 00銭 32円 00銭

（ご参考）前期実績 

平成１７年２月期 
12円 50銭 12円 50銭 25円 00銭

※ 修正後の期末配当金１７円（予想）は、株式分割効力発生前の平成１８年２月２８日最終の 

株主名簿に記載された株主（発行済株式総数３０,１３５,２２２株）に対して実施いたします。 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．株主優待制度の変更について 

 

１．変更理由 

今回、平成１８年２月２８日を基準日として普通株式１株を２株に分割することを決議いたし

ましたので、株式分割の割合に応じ、株主優待制度の贈呈基準を変更いたします。 

 

２．変更内容 

対象となる株主様に対し、以下の基準により株主優待制度を実施いたします。 

 

所有株式数 年間贈呈ポイント 所有株式数 年間贈呈ポイント

- - 100株～199株 250ポイント

100株～499株 500ポイント 200株～999株 500ポイント

500株～999株 1,000ポイント 1,000株～1,999株 1,000ポイント

1,000株以上 1,500ポイント 2,000株以上 1,500ポイント

現　　行 変　更　後

 
  ※上記は年間（２回分）の贈呈ポイント合計になります。 

 

３．変更時期 

    平成１８年８月３１日最終の株主名簿に記載または記録された株主様への株主優待から変更

いたします。（平成１８年２月２８日最終の株主名簿に記載または記録された株主様に対する

株主優待については現行の基準で優待を実施いたします。） 

以上 


